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１．事業計画・全般的事項 

1.1 第１回審査会 

(1) 第１回審査会の指摘事項への対応(平成 24 年 6月 1日) 

 指摘事項 対応方針 備考 

1 CASBEE はなぜオフィス棟のみ実施すると

しているのか。「実例に学ぶ CASBEE」（日本

サステナブル・ビルディング・コンソーシ

アム）においては、商業施設が入っている

複合施設においての実施例があることか

ら、施設全体で評価する必要がある。 

本事業では、施設全体で CASBEE（建築環

境総合性能評価システム）の評価方法を用

いて、建築物の環境性能評価を行う。 

東西自由通路、商業施設、ホテル棟につ

いては、CASEBEE「Ｂ⁻」ランク相当、オフ

ィス棟については CASBEE「Ａ」ランク相当

の設計を目指す。 

 

 

 

(2) 第１回審査会後の文書による指摘事項への対応 

 指摘事項 対応方針 備考 

1 なし －  

 
2.1 第２回審査会 

(1) 第２回審査会の指摘事項への対応(平成 24 年 7月 1日) 

 指摘事項 対応方針 備考 

1 東西自由通路、商業施設、ホテル棟につ

いて CASBEE「B-」ランク相当をめざすとし

ているが、CASBEE「B-」は「やや劣る」とい

う意味であり、目標としては不適切である。

仮想空間の設定など施設の特性上、評価

が困難であることは理解できるので、各項

目の点数を提示し、どんな問題があるのか

を説明した上で、再度目標設定すべきであ

る。 

仮想空間の設定など施設の特性を整理

し、施設全体で CASEBEE「Ｂ⁺」ランク相当

の設計を目指す。 

別紙-1 

参照 

 

2 太陽光発電など自然再生エネルギー設備

の導入について、社内の最終意思決定を待

つ必要があるため、導入の可否及びその規

模など示せないとの説明だが、定量的なも

のまでは困難でも、導入する意思を示すべ

きである。 

準備書に記載されている再生エネルギー

の文言を修正せずに記載する。 

 

(2) 第１回審査会後の文書による指摘事項への対応 

 指摘事項 対応方針 備考 

1 なし －  
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２．大気質 

2.1 第１回審査会 

(1)第１回審査会の指摘事項への対応(平成 24 年 6月 1日) 

 指摘事項 対応方針 備考 

1 なし － 

(2)第１回審査会後の文書による指摘事項への対応 

 指摘事項 対応方針 備考 

1 8.1大気汚染 P8-1-9及び 8.8風害 P8-8-2

の風配図及び現地調査結果データについ

て、調査期間は異なるのに調査結果の風配

図は同じである。 

P8-8-1 の調査期間について、修正を行っ

た。 

第２回 

審査会資料

別紙-1参照

 

2.2 第２回審査会 

(1)第２回審査会の指摘事項への対応(平成 24 年 7月 1日) 

 指摘事項 対応方針 備考 

1 なし － 

(2)第１回審査会後の文書による指摘事項への対応 

 指摘事項 対応方針 備考 

1 なし － 

 

３．騒音・振動 

3.1 第１回審査会 

(1)第１回審査会の指摘事項への対応(平成 24 年 6月 1日) 

 指摘事項 対応方針 備考 

1 要約書 P.12 など、LAeqの表記については、

Lは斜体であり、Aeqは立体に修正すること。

指摘を踏まえ修正した。また、本編にお

いても修正した。 

(該当箇所：2.2 方法書に対する市長の意

見、3.2 個別的事項、6.地域の概況、8.2 騒

音、8.3 振動、10.総合評価) 

第２回 

審査会資料

別紙 2参照

 

 

2 P.8.2-19（回折による補正量）では、予

測点から音源が見えるものと見えないもの

が一緒に書いてあることから、記載を分け

ること。 

指摘を踏まえ修正した。 第２回 

審査会資料

別紙 3参照

3 供用時には、スピーカーなどの発生源は

ないか。 

スピーカーの音は定量的に評価すること

は無理でも、定性的に(例えば台数を増やし

て一台あたりの音量を下げるなどの配慮)

示すことが必要である。 

供用後、館内放送を行う予定としている

が、施設利用者への影響が過大にならない

ように配慮し、スピーカーの設置について

環境保全措置に記載を行うこととした。 

第２回 

審査会資料

別紙 4参照

 

4 工事中の騒音について、仮囲いのすぐ外

で最大値が出ることはない。二階高さの

4.2m は間違いないが、1.2m の最大値は他の

場所に出るはずである。 

ご指摘を踏まえ、1m 刻みで予測計算を行

った結果、仮囲いから 2ｍの位置で最大値が

出現されたので修正を行った。 

第２回 

審査会資料

別紙 5参照

 

5 工事の影響で複合騒音を算出している

が、そもそも工事騒音は L5で測る規定があ

る。まず、L5 で表記し、その上で複合騒音

を示すこと。 

ご指摘を踏まえ要約書については、重機

の稼動について L5を示した上で、複合騒音

については LAeqを示した。 

第２回 

審査会資料

別紙 6参照
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(2)第１回審査会後の文書による指摘事項への対応 

 指摘事項 対応方針 備考 

1 なし －  

 

3.2 第２回審査会 

(1)第２回審査会の指摘事項への対応(平成 24 年 7月 1日) 

 指摘事項 対応方針 備考 

1 なし － 

(2)第２回審査会後の文書による指摘事項への対応 

 指摘事項 対応方針 備考 

1 なし － 

 

 

４．水質・水象・地盤沈下 

4.1 第１回審査会 

(1)第１回審査会の指摘事項への対応(平成 24 年 6月 1日) 

 指摘事項 対応方針 備考 

1 なし －  

(2)第１回審査会後の文書による指摘事項への対応 

 指摘事項 対応方針 備考 

1 なし －  

 

4.2 第２回審査会 

(1)第２回審査会の指摘事項への対応(平成 24 年 7月 1日) 

 指摘事項 対応方針 備考 

1 なし － 

(2)第２回審査会後の文書による指摘事項への対応 

 指摘事項 対応方針 備考 

1 なし － 

 

５．電波障害・日照阻害・ 

5.1 第１回審査会 

(1)第１回審査会の指摘事項への対応(平成 24 年 6月 1日) 

 指摘事項 対応方針 備考 

1 なし －  

(2)第１回審査会後の文書による指摘事項への対応 

 指摘事項 対応方針 備考 

1 なし －  

 

5.2 第２回審査会 

(1)第２回審査会の指摘事項への対応(平成 24 年 7月 1日) 

 指摘事項 対応方針 備考 

1 なし － 

(2)第２回審査会後の文書による指摘事項への対応 

 指摘事項 対応方針 備考 

1 なし － 
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６．風害 

6.1 第１回審査会 

(1)第１回審査会の指摘事項への対応(平成 24 年 6月 1日) 

 指摘事項 対応方針 備考 

1 風害における計算結果については、これ

までの環境影響評価書における風洞実験の

表示の仕方（平面的な表現）をしている。 

地表付近の平面的な評価だけではなく、

海側から内陸への風の経路の変化など、立

体的な変化を示して欲しい。また、夏の状

況、冬の状況について示したほうがよい。 

2 「風害」について、一般的なビル風によ

る強風にかかる影響と、大気の滞留など弱

風による影響について、整理をして記述し

て欲しい。 

一般的なビル風及び夏季の卓越風(南

東)、冬季の卓越風(西北西)、夜間の卓越風

(北北西)について予測計算を行い、流況図

を作成して整理した。 

第２回 

審査会資料

資料 1-2

参照 

 

 

 

3 仙台管区気象台と現地調査の卓越風は全

く異なる。大気汚染の風向・風速の予測に

はどちらのデータを用いたのか。 

大気汚染の予測には、過去の蓄積された

データを利用するため、仙台管区気象台の

風向・風速データを用いた。 

 

4 風速に関するべき指数は、大気汚染にお

ける風速、ビル風における風速及び地表面

付近における風速と３つのケースがある。

これらのべき指数の設定根拠について整理

すること。 

風速に関するべき指数については、大気

汚染については、「道路環境影響評価の技術

手法」の排気棟を参考にしている。 

また、ビル風においては入力する気流は，

「日本建築学会建築物荷重指針」をもとに

計画地周辺を広域的に見て地表面粗密度区

分を決定するものとし，地表面粗度区分Ⅲ

（樹木・低層建築物が密集する地域あるい

は中高層建築物(4～9 階)が散在する地域）

の風速鉛直分布におけるべき指数α（α＝

0.2）を用いた。 

さらに、建築物再現範囲の外周から計算

領域境界までの範囲は，地表面粗度区分Ⅳ

(中高層建築物(4～9 階)が主となる地域)の

風速鉛直分布におけるべき指数α（α＝

0.27）に相当する粗度長を用いた。 

第２回 

審査会資料

資料 1-2

参照 

 

 

 

(2)第１回審査会後の文書による指摘事項への対応 

 指摘事項 対応方針 備考 

1 なし －  
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6.2 第２回審査会 

(1)第２回審査会の指摘事項への対応(平成 24 年 7月 1日) 

 指摘事項 対応方針 備考 

1 基準風速を 10m/s とすると、平均風速を

用いた場合よりも強風域が目立つ一方、弱

風域が過小に評価される可能性がある。こ

れらのことも考慮に入れ、設定風速の考え

方を整理し予測計算を行うべきである。 

弱風時の風向及び風速設定は、以下のケ

ースとし、風速はそれぞれの平均風速とし

て計算を行った。 

①南東(夏季の卓越風) 

②西北西(冬季の日中における卓越風) 

③北北西(夜間の卓越風・年間最多風向) 

計算方法は、現在の流入面の平均風速を

10m/s に一定の比率を掛けて換算した。 

資料 1-3

参照 

2 計画建築物により風の道が遮断されず、

東側から流入した風が西側の市街地に入る

など風の通り道の確保がなされていること

を流跡線の取り方の工夫などにより明確に

示すべきである。 

東西の風の流入流出が分かるように、上

空の部分のみに流跡線を表記するとともに

向きをかえて、駅周辺の風環境の状況や影

響の有無について記述した。 

資料 1-3

参照 

3 仙台駅周辺に最近建設された大型商業施

設が風害のシミュレーションに含まれない

のであれば、現在は店舗が立地しているこ

と、更地の状態ではそこに風が流れること

から、強制は出来ないが再度計算を行うべ

きである。 

準備書の提出時期が平成 24 年 4 月であ

り、計算を行った段階（平成 23 年 12 月）

では、現地は工事中であったことから、更

地の状態で計算を行った。 
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(2)第 2回審査会後の文書による指摘事項への対応 

 指摘事項 対応方針 備考 

1 表 8.8-7 の予測ケースの弱風評価（市街

地通風性能評価）を目的とする３ケース（南

東、西北西、北北西）の基準風速の根拠を

明記すべきである。 

基準風速の設定に関しては、流入境界に

おける仙台管区気象台の測定高さ（地上

52m）の風速を気象データから得られる各風

向の各季節の平均値にすることが一番分か

りやすいのではないか。 

6.2 第２回審査会(1)1 の質問に同じ。 資料 1-3

参照 

2 8.8-7 頁の基礎方程式の記述について、記

号の使い方を統一されたい。 

基礎方程式の記述について、ご指摘の通

り修正した。 

別紙-2 

参照 

 

3 流跡線図(図8.8-15、図8.8-16、図8.8-20、

図 8.8-21、図 8.8-36)について、対象建物

により駅を挟んだ東西の風の流れの状況が

必ずしも明瞭ではないので、分かりやすく

図示されたい。また、駅周辺の風環境に影

響の有無を確認できるような記述・図表現

をされたい。 

6.2 第２回審査会(1)2 の質問に同じ。 資料 1-3

参照 

4 8.8-4 評価 イの②評価結果の部分は、

強風障害の記述しかないので、弱風障害、

風の流れ（風の道）の変化についての評価

結果も書くべきではないか。 

弱風障害及び風の流れ（風の道）の変化

については、予測結果を踏まえ、定性的に

評価を行った。 

別紙-3 

参照 

5 仙台駅周辺に最近建設された大型商業施

設が風害のシミュレーションに含まれない

のであれば、弱風障害の検討を行った 3 風

向（南東、西北西、北北西）においては、

最近建設された大型商業施設による影響を

把握した方が良いのではないか。 

6.2 第２回審査会(1)3 の質問に同じ。  
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７．植物・動物・生態系 

7.1 第１回審査会 

(1)第１回審査会の指摘事項への対応(平成 24 年 6月 1日) 

指摘事項 対応方針 備考 

1 緑化計画における樹種の選定について、

高木の植栽は難しいので低層木を使う予定

と考えられるが、樹高だけ青葉通から連続

しても、生態的には連続しているといえな

い。樹種については、中層木を取り入れる

とよい。 

樹種については、鉄道事業に支障しない

こと、日照時間や気温等の緑化場所の特性、

宮城県内での生息状況等を考慮して選定し

た。 

第２回 

審査会資料

資料 1-4

参照 

 

 

(2)第１回審査会後の文書による指摘事項への対応 

 指摘事項 対応方針 備考 

1 駐車場の屋上部などにも緑化計画があっ

てよいのではないか。 

特に、仙台駅の玄関口に位置するホテル

の高層部客室から見たときに、駐車場の屋

上部の緑地が杜の都に相応しい緑の景観に

寄与するのではないか。 

駐車場の屋上部も駐車場所としており、

有効な緑化スペースが確保出来ないことか

ら、緑化は計画していない。 

 

 

7.2 第２回審査会 

(1)第２回審査会の指摘事項への対応(平成 24 年 7月 1日) 

指摘事項 対応方針 備考 

1 樹種選定にあたり「鉄道事業への影響が

少ない樹種」としているが、どういった意

味か。常緑樹であっても落葉がないわけで

はなく、例えばシラカシ及びユズリハは一

定時期に大量に落葉する。どんな理由で樹

種選定を行ったのかについての表現を整理

すべきである。 

樹種選定理由がわかるように、緑化計画

の考え方も含め再度、整理した。 

別紙-4 

参照 

2 環境影響評価準備書の緑化計画の方針に

おける「連続する緑のネットワーク創出」

について、どのように現状と比較してより

緑がつながるのかを分かりやすく表現すべ

きである。 

青葉通と宮城野通の「連続する緑のネッ

トワーク創出」をどのように計画したのか

を、現状と比較することにより、わかりや

すく表現した。 

別紙-5 

参照 

 

(2)第１回審査会後の文書による指摘事項への対応 

 指摘事項 対応方針 備考 

1 なし －  
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８．景観・自然との触れ合いの場 

8.1 第１回審査会 

(1)第１回審査会の指摘事項への対応(平成 24 年 6月 1日) 

 指摘事項 対応方針 備考 

1 なし －  

(2)第１回審査会後の文書による指摘事項への対応 

 指摘事項 対応方針 備考 

1 なし －  

 

8.2 第２回審査会 

(1)第２回審査会の指摘事項への対応(平成 24 年 7月 1日) 

 指摘事項 対応方針 備考 

1 なし －  

(2)第２回審査会後の文書による指摘事項への対応 

 指摘事項 対応方針 備考 

1 なし －  

 

９．廃棄物等 

9.1 第１回審査会 

(1)第１回審査会の指摘事項への対応(平成 24 年 6月 1日) 

 指摘事項 対応方針 備考 

1 中水施設から発生する汚泥が廃棄物とし

て排出されることから、その算定を検討す

ること。 

ご指摘の通り、中水を利用する際、廃棄

物が発生すると考えられるので、算出して

修正した。 

第２回 

審査会資料

別紙 7参照

2 建設発生土について、掘削土壌は竜の口

層にあたるのか。また、竜の口層にあたる

のであれば、竜の口層に当たる残土はどの

くらい排出するのか。また、残土は場内の

どこで処理するのか。 

ボーリングの結果、竜の口層は地下 8ｍ以

下に位置し、本事業の床付けは地下 9ｍであ

ることから、竜の口層の掘削部分は約

7,500m3と考えられる。 

残土については、場内での埋戻しにのみ

使用する計画としている。事前に土壌調査

を行い、汚染が確認された残土は、土壌汚

染対策法に基づき、適切に処理する。（最終

処分場や汚染土壌処理場へ搬入する。） 

 

 

(2)第１回審査会後の文書による指摘事項への対応 

 指摘事項 対応方針 備考 

1 なし －  
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9.2 第２回審査会 

(1)第２回審査会の指摘事項への対応(平成 24 年 6月 1日) 

 指摘事項 対応方針 備考 

1 活性汚泥法による中水処理の汚泥発生量

の算定に用いた BOD 残存率 0.015（1.5%）は、

活性汚泥方式の場合の数値としては極端に

低い。何を根拠に設定したのか説明された

い。 

 NBS 方式を採用している既存施設の実績

値を根拠として、余剰汚泥発生量の BOD 絶

対残存率を 0.015 に設定した。 

別紙-6 

参照 

(2)第２回審査会後の文書による指摘事項への対応 

 指摘事項 対応方針 備考 

1 汚泥発生量の算定に用いたBODから SSへ

の転換率を見る限り、通常の活性汚泥法よ

りも汚泥の自己消化率が高い特別な処理方

法によって中水処理を行っていると考えら

れる。発生汚泥量の算定に誤解を生じない

よう、中水処理方式を明記すべきである。 

活性汚泥方式に比べ余剰汚泥の発生量が

少ない特徴があるＮＢＳ方式の採用を計画

している。 

別紙-6 

参照 
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１０．温室効果ガス 

10.1 第１回審査会 

(1)第１回審査会の指摘事項への対応(平成 24 年 6月 1日) 

 指摘事項 対応方針 備考 

1 準備書P.8.11-4～6で計算するときに「平

均値」を使用しているが、補足資料の数値

で修正されているのか。これから変更され

るとしたらどう変わるのか。 

補足資料はどの機器を使うかを選定する

段階で、準備書には反映していない。変更

するとしたら、電気の使用量、原単位の部

分である。 

 

2 排水処理による CO2 発生量は計算してい

るのか。 

排水処理による CO2 発生量は計算してい

ないことから、算出し、修正した。 

第２回 

審査会資料

資料 1-3

参照 

3 要約書 P.15 の項目選定で、供用後の資材

の運搬に係る項目において、温室効果ガス

が選定されていないのはなぜか。 

供用後の運搬に係る関係車両について

は、施設の稼動に係る立体駐車場の部分で

対応した。 

 

4 建設機械の稼働について、CO2の原単位に

平均値を用いているが、実際は車両の走行

などは低速になることが考えられる。原単

位は、平均値を使うことは妥当なのか。 

建設機械の稼働においては、高負荷運転

や停止の状況が考えられるが、それぞれの

参考資料が確認できなかったことから、燃

料消費率の平均値のデータである「建設機

械等損料算定表（平成 23年度版）」（平成 23

年 5 月 （社）日本建設機械化協会）を用

いて算出した。 

第２回 

審査会資料

資料 1-3

参照 

 

5 準備書は一般のオフィスの平均値を使っ

て算出しているが、補足資料では、さらに

高効率なシステムを導入する予定としてい

ることから、これに対応した予測を行うべ

きである。 

また、CO2排出量は、用途と延べ床面積が

わかれば算出可能なのではないか。 

オフィスにおける空冷ヒートポンプパッ

ケージ方式、商業･宿泊施設における水冷ヒ

ートポンプ方式を含めた施設全体における

CO2排出量を算出した。 

オフィスの用途より個別に機器選定し空

冷ヒートポンプパッケージ方式について、

エネルギー使用量から CO2 排出量を算出し

た。 

第２回 

審査会資料

資料 1-3

参照 

 

6 要約書P.12の方法書意見に対する事業者

の見解では、「ハイドロフルオロカーボンや

SF6は使用しない」とされている。 

一方 P.22 では「オゾン層の破壊に影響力

を持つ物質を使用する機器を配置しないよ

うに努める」となっているので整合性をと

ること。 

方法書市長意見に対する事業者の見解と

準備書の配慮事項を下記のように修正す

る。 

（温室効果ガス） 

 本事業においては、温暖化係数の大きい

物質を使用する機器は、空調設備と変電設

備の一部となる。 

・空調設備の冷媒物質：R410A(1,725) 

・変電設備の絶縁物質：SF6(23,900) 

（オゾン層破壊物質） 

 本事業においては、オゾン層の破壊に影

響力を持つ物質を使用する機器は設置しな

い。 

第２回 

審査会資料

別紙 8参照

 

(2)第１回審査会後の文書による指摘事項への対応 

 指摘事項 対応方針 備考 

1 なし   
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10.2 第２回審査会 

(1)第２回審査会の指摘事項への対応(平成 24 年 7月 1日) 

 指摘事項 対応方針 備考 

1 第 2 回審査会 資料 1-3 で示された CO2

排出予測量には水冷式のヒートポンプなど

本事業で計画されている設備の導入を反映

しているのか。 

第 2 回審査会 資料 1-3 表 8.11-7 エネ

ルギー使用量は、商業・ホテル棟は、水冷

ヒートポンプ方式（空調、給湯）、オフィス

棟は空冷ヒートポンプパッケージ方式（空

調）で算出している。 

 

2 計画建築物の消費原単位は、一般的な施

設の原単位と比較すると、宿泊施設や業務

施設は一般的な施設より低く、商業施設は

高くなっている(計画建築物 0.148tCO2/m
3・

年、一般的な施設 0.145tCO2/m
3・年)。商業

施設が高くなる理由は何か。 

商業施設には、施設利用時間が長い駅と

接続する箇所が含まれている。その為、類

似施設の実績を考慮し、設備の稼動時間を

長く設定しており、原単位が高くなってい

る。 

 

(2)第２回審査会後の文書による指摘事項への対応 

 指摘事項 対応方針 備考 

1 なし －  
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【別紙１】ＣＡＳＢＥＥイメージについて 
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【別紙２】基礎方程式について 
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【別紙３】弱風障害について 
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【別紙 4】緑化計画について 
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【別紙 5】緑の繋がりについて 
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【別紙 6】活性汚泥方式を用いた施設の実績値(BOD)について 

 

厨房除害・中水設備の余剰汚泥発生量算出について 

 

本事業施設の厨房除害・中水設備として採用を計画しているＮＢＳ方式（＝Natural Bio System）は、メト

ロポリタン仙台を含む他施設で厨房除害施設をとして実績のある方式であり、他の生物処理方式に比べて極端

に余剰汚泥の発生量（産業廃棄物の発生量）が少ない特徴がある。 

 

 

１．ＮＢＳ方式と活性汚泥方式とのシステム上の差異 

生物処理方式の代表的な方式である活性汚泥方式と、ＮＢＳ方式を数値的に比較すると以下通りである。 
処理方式 特徴 ＭＬＳＳ濃度(mg/L) ばっ気槽滞留時間(h)

活性汚泥方式 

微生物を用いた最も一般的な処理方法。 

公共下水の処理場や食品工場廃水など生活排水全般の処

理に用いられている。 

2,000～6,000 4～12 

ＮＢＳ方式 

超微細型散気装置を使用してばっ気反応槽内のＤＯ（溶存

酸素濃度）を極端に高くして、高いＭＬＳＳ濃度での運転

を可能とし、有機物の生物分解能力を最大限にした方式。

3,000～10,000 24～36 

出典：「創和エンジニアリング㈱ホームページ」http://www.sowaeng.com/odei.htm 

 
ＭＬＳＳ濃度；廃水を分解するばっ気槽の微生物濃度を表わす。 
ばっ気槽滞留時間；廃水がばっ気反応槽に入ってから出るまでにかかる時間を示す。 

 
この表よりＮＢＳ方式は活性汚泥方式に比べ以下の事が言える。 
①ＮＢＳ方式は超微細気泡型散気装置により、大量の酸素を効率的に水中に溶け込ませることにより約

２倍のＭＬＳＳ濃度で処理を行っている。 
②ＮＢＳ方式では活性汚泥方式の約３倍の滞留時間があることから、３倍の生物分解能力があることと

なる。 
この数値比較から、①微生物の濃度で２倍、②微生物を培養する時間で３倍となり、微生物の総量では６

倍（＝2×3）の微生物処理能力を活性汚泥方式に比べて有することとなる。 
 

２．ＮＢＳ方式の余剰汚泥発生量の算出方法 

余剰汚泥は、処理施設内で流入ＢＯＤ・ＳＳが汚泥に転換する増加量が、汚泥の自己消化による減少量

を上回る際に発生する。ＮＢＳ方式では、MLSS濃度とばっ気反応タンクの容積（ばっ気反応時間）を増
やすことにより、有機物の減少量（汚泥の自己消化による減少量）を生物増殖による増加量（汚泥に転換

する増加量）よりも大きくなるように設計を行うことで余剰汚泥発生量を抑えている。 
しかし、処理施設は有限であり、施設規模によっては、処理時間内では分解できない難分解物質が残存

する。そこで、分解できずに残る物質の割合を「絶対残存率」として、流入ＢＯＤ・ＳＳの濃度と水量に

乗じることで絶対残存量を算出し、その絶対残存量から処理水中に混入して流出するＢＯＤ量及びＳＳ量

を差し引くことで余剰汚泥量を算出する。 
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この絶対残存率の考え方に基づくＮＢＳ方式における余剰汚泥発生量の計算式は、次の通りである。（出

典：「創和エンジニアリング㈱ホームページ」http://www.sowaeng.com/odei.htm） 
 
ＳＶ【余剰汚泥発生量】＝Ａ【絶対残存量】－Ｂ【排出量】 

Ａ【絶対残存量（ｇ／日）】：水処理工程中では分解し難い、難分解性有機物・疎水性無機物及び固

形物の総量。 
 Ａ＝ｄ・ＢＯＤｉｎ・Ｑｉｎ＋ｅ・ＳＳｉｎ・Ｑｉｎ 

ｄ ： ＢＯＤ絶対残存率（＝0.01～0.04） 
ＢＯＤｉｎ ： 流入ＢＯＤ濃度（ｍｇ／Ｌ） 
Ｑｉｎ ： 流入水量（ｍ3／日） 
ｅ ： ＳＳ絶対残存率（＝0.1～0.4） 
ＳＳｉｎ ： 流入ＳＳ濃度（ｍｇ／Ｌ） 
 

Ｂ【排出量（ｇ／日）】：処理水と共に排出されるＢＯＤ量 及びＳＳ量。 
 Ｂ＝ｄ・ＢＯＤｏｕｔ・Ｑｏｕｔ＋ＳＳｏｕｔ・Ｑｏｕｔ 

ｄ ： ＢＯＤ絶対残存率（＝0.01～0.04） 
Ｑｏｕｔ ： 流出水量（ｍ3／日） 
ＳＳｏｕｔ ： 排出ＳＳ濃度（ｍｇ／Ｌ） 
ＢＯＤｏｕｔ ： 排出ＢＯＤ濃度（ｍｇ／Ｌ） 
 

絶対残存率は、流入ＢＯＤ・ＳＳ各々の残存する割合で、ばっ気反応槽容量、流入ＢＯＤ・ＳＳ濃度、

その他の条件を加味したＮＢＳ独自の計算式により算出される数値（ＮＳＢ方式メーカーにより計算され

た数値）で、本事業の施設ではＢＯＤ絶対残存率＝0.015、ＳＳ絶対残存率＝0.15 を採用して残存汚泥量
を算出した。 

 
なお、採用した絶対残存率 0.015については、下記の某ホテルについて実績データの汚泥量と、上記計

算式で算出した汚泥量を比較するとほぼ同量となることから、妥当な数値であるといえる。 
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